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道銀道銀 募集のご案内募集のご案内創創 業業 支支援援 塾塾
共催： （公財）北海道中小企業総合支援センター（北海道よろず支援拠点）

協力： ㈱日本政策金融公庫、㈱道銀地域総合研究所、㈱北陸銀行、北海道、札幌市
岩見沢市、北広島市、当別町、長沼町、由仁町、ＴＫＣ北海道会、北海道信用保証協会、
札幌商工会議所（北海道事業引継ぎ支援センター）、北海信用金庫、北央信用組合、札幌中央信用組合

創業の構想をお持ちの方
創業後３年以内の方 定員１０人
※定員になり次第、〆切りとさせていただきます。

対象対象

無料受講料受講料

約３ヶ月間６回の短期集中コース
開催時間：参加しやすい平日の夕刻１８：３０～２０：３０（２時間）
開催場所：参加しやすい北海道銀行本店ビル（札幌市中央区大通西４丁目１番地）

平成平成2288年年44月開講（春コース）月開講（春コース）

ビジネスアイデアを有する方々が集まり、
自身のアイディアを具体化させるための
知識・手法を習得し、同じ志を持った参加
メンバーの中で磨き上げます。
既に創業して活躍されている方をゲストに
招き、生の声も参考にする予定です。
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徴
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ビジネスアイデアを磨き上げる第６回 7. 13（水）

会計・税務、資金調達を考える第５回 6. 29（水）

事業計画② 計画の実効性を考える第４回 6. 15（水）

事業計画① 計画の立て方を考える第３回 5. 31（火）

事業で勝つ秘訣を考える第２回 5. 18（水）

ビジネスアイデアをプレゼンする第１回 H28.4. 27（水）

テーマ

メニューメニュー

ビジネスのアイデアを考えるビジネスのアイデアを考える

ビジネスのビジネスの
仕組みを知る仕組みを知る 会計・税務会計・税務 資金調達資金調達

事業計画事業計画

ビジネスのアイデアを磨くビジネスのアイデアを磨く

ビジネスを実行するビジネスを実行する

継続・発展継続・発展

講師（予定）：北海道よろず支援拠点 コーディネーター 中野 貴英、サブコーディネーター 小野寺辰昭・吉田聡
日本政策金融公庫、北海道銀行、現役経営者 など

【問合せ先・事務局】
北海道銀行 営業推進部（担当：大畑、鈴木、中山）
〒060-8676 札幌市中央区大通西４丁目１番地

TEL.011-233-1037,FAX.011-231-5009

お申込は、お申込は、
４月１５日（金）まで４月１５日（金）まで

「よろず支援拠点」とは、経済産業省が平成２６年度から実施している中小企業支援制度で、経営
相談に対応する窓口が都道府県毎に設置されました。 地域を支える中小企業・小規模事業者の業

績改善を通じて地域活性化を目指す無料の相談窓口です。



Ｅ-mailアドレスは必ずご記入願います。後日、事務局より「受講申込書」を電子メールでお送り致します。
【留意事項】
※定員に達した場合は、受付を終了させていただきます。
※受講期間中に提供する情報の著作権は、北海道銀行、北海道よろず支援拠点（（公財）北海道中小企業総合支援セン
ター）に帰属しており第三者への提供はお断り致します。

【個人情報のお取り扱いについて】
弊行では個人情報の保護に努めております。詳細は弊行のプライバシーポリシー
（http://www.hokkaidobank.co.jp/protection/personaldata02.html）をご覧ください。
お客様からお預かりした個人情報（企業名・役職・氏名・連絡先）は、「道銀 創業支援塾」のお申し込みに関する確認・連絡お
よび配布用受講生名簿に掲載するために利用いたします。

「道銀 創業支援塾」参加申込書
北海道銀行 営業推進部 行
< ＦＡＸ 011-231-5009 >

〒

ＴＥＬ

Ｅ－mail ＠

勤務先については、差し支えがある場合は記入不要です。既に創業されている場合はお書きください。
フリガナ 役職名

〒

勤務先

勤務先ご住所

創業（予定）時期 　　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　※創業していない場合はイメージする時期をご記入ください。

フリガナ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　歳
お名前
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想定または実施している
ビジネスの概要

ご住所

ＦＡＸ

年齢

氏名　                                                         

お申込は、平成２８年４月１５日（金）まで

私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企
業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員
等」という。）に該当しません。

反社会勢力でないことの表明と確約 以下の内容を確認の上、お申込みください。


